
○
文
部
科
学

省
告
示
第
百
七
十
五
号

Ｐ
Ｔ
Ａ
・
青
少

年
教
育
団
体
共
済
法
施
行

規
則
（
平

成

二
十
二
年
文
部
科
学

省
令
第

二
十
四

号
）
第

二
十
五
条

第

二

項
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
積
立
て
及
び
取
崩
し
に
関
す

る
基

準
並
び
に
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
金
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日

文
部
科
学
大
臣

髙
木

義
明

Ｐ
Ｔ
Ａ
・

青
少
年
教
育
団
体

共
済
法
施

行
規

則
第
二
十
五
条
第
二
項
の
文
部
科
学
大

臣
が
定
め
る
積
立
て

及
び

取
崩
し
に
関
す

る
基
準

並
び
に
同
規

則
第
二
十
七
条

第
一
項
第

二
号

の
文
部
科
学

大

臣
が

定
め

る

金
額
を
定
め

る
件

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

収

入
共
済
掛

金

当
該
事
業

年
度
に
お
い
て

収

入
し
た
、
又
は
収
入
す
べ
き
こ
と
の
確
定
し
た
共
済
掛
金
（
当

該
共
済
掛
金
の
う
ち

に
払
い
戻

し
た
、
又

は
払

い
戻
す

べ
き

も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
金
額
を
控
除
し
た
金

額
）
を
い
う
。

二

危
険
差
損

実
際
の
危
険
率
が
予
定
危
険
率
よ
り
高
い
場
合
に
生
ず
る
損
失
を
い
う
。

（
異
常
危
険
準
備
金
の
積
立
基
準
）
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第

二
条

Ｐ

Ｔ

Ａ
・

青

少
年

教

育
団
体

共
済
法
施

行

規

則
（
平

成

二
十
二
年
文
部

科
学

省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
規

則

」

と

い

う

）

第

二

十

五

条

第

一

項

第

二

号

に

掲

げ

る

異

常

危

険

準

備

金

は

、

当

該

事

業

年

度

に

お

け

る

収

入

危

。

険

共

済

掛

金

（

収

入

共

済

掛

金

の

う

ち

危

険

掛

金

部

分

に

相

当

す

る

金

額

を

い

う

。

以

下

同

じ

）

に

千

分

の

五

十

。

を
乗
じ
て

得
た
額
以
上
を
積
み
立
て

る
も
の
と
す
る
。

（
異
常
危
険
準
備
金
の
積
立
限
度
）

第

三
条

異
常
危

険
準
備
金
は
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
収

入
危

険
共
済

掛
金
の

額
の
二
倍
に
達
す

る
ま
で

は
、
毎

事
業
年
度
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
異
常
危
険
準
備
金
の
取
崩
基
準
）

、

、

第
四
条

異
常
危
険
準
備
金
は

危
険
差
損
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
危
険
差
損
の
て
ん
補
に
充
て

る
と
き
を
除
き

取
り
崩
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
既
発
生
未
報
告
支
払
備
金
）

第

五
条

規

則
第

二

十

七
条

第
一
項
第

二
号
の
文
部
科
学

大

臣
が
定
め
る
金
額
は
、
共
済

規
程
（

Ｐ
Ｔ
Ａ
・
青
少
年
教

育

団

体

共

済

法

（

平

成

二

十

二

年

法

律

第

四

十

二

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

）

第

六

条

第

一

項

に

規

定

す

る

共

済

。

規

程

を

い

う

）

に

基

づ

く

共

済

事

業

の

種

類

ご

と

に

、

そ

れ

ぞ

れ

次

の

各

号

に

掲

げ

る

金

額

を

平

均

し

た

金

額

と

。

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
平
均
し
た
金
額
が
零
を
下
回
っ
た
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。

一

支

払

備

金

の

計

算

の

対

象

と

な

る

事

業

年

度

（

以

下

「

対

象

事

業

年

度

」

と

い

う

）

の

前

事

業

年

度

末

の

既

。
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発
生
未

報
告
支
払

備
金

積
立
所
要

額
（
次
項
に
規
定
す

る
既
発

生
未
報
告
支
払
備
金
積
立
所
要
額
を
い
う
。
以
下

同

じ

）

に

、

対

象

事

業

年

度

の

共

済

金

等

の

支

払

額

（

当

該

事

業

年

度

の

末

日

以

前

に

発

生

し

た

共

済

事

故

に

。

関

し
、

当

該

事

業

年
度

に

支

払

っ

た

共

済

金
の

額
と

当

該

事

業

年
度

の

普
通

支

払

備

金
（

規
則
第

二
十

七
条

第
一

項

第

一

号

に

定

め

る

金

額

を

積

み

立

て

る

支

払

備

金

を

い

う

。

以

下

同

じ

）

の

額

の

合

計

額

を

い

う

。

以

下

同

。

じ

）

を

対

象

事

業

年

度

の

前

事

業

年

度

の

共

済

金

等

の

支

払

額

で

除

し

て

得

ら

れ

た

率

を

乗

じ

て

得

ら

れ

た

金

。

額
二

対

象

事
業

年
度
の

二
事

業

年
度
前

の
事
業

年
度
末

の
既
発
生
未
報
告
支
払
備

金
積
立
所
要
額
に
、
対

象
事
業
年

度

の

共

済

金

等

の

支
払

額
を
対

象
事

業

年
度
の

二
事

業

年
度
前

の
事
業

年
度
の
共
済

金
等
の
支
払

額
で

除
し
て

得

ら
れ

た
率
を
乗
じ
て
得
ら
れ

た
金
額

三

対

象
事

業

年
度
の
三
事

業

年
度
前
の

事
業

年
度
末
の

既
発
生
未

報
告
支
払
備

金
積
立
所
要
額
に
、
対

象
事
業

年

度
の
共
済

金
等
の
支
払

額

を
対

象
事
業

年
度
の
三
事
業

年
度
前
の
事
業

年
度
の
共
済
金
等
の
支
払
額
で
除
し
て

得

ら
れ

た
率
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
金
額

２

既
発

生
未
報
告

支
払
備
金
積
立

所
要
額
は
、
そ
の
計
算
の

対

象
と
な

る
各
事

業

年
度
の

末

日
以

前

に
発

生

し

た
共

済

事

故

に

関

し
、

当

該

各

事

業

年
度

の

翌

事

業

年
度

に

支

払

っ

た
共
済

金
の

額
と

当
該
各

事

業

年
度
の

翌

事

業

年
度

の
普
通
支
払
備
金
の
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
各
事
業
年
度
の
普
通
支
払
備
金
の
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

附

則

3



こ
の
告
示
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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